
　確定申告をしたい 市県民税申告をしたい

　　または、どちらの申告をしたいかわからない

次のいずれかを申告しますか？

・ 土地や建物、借地権等の譲渡所得

・ 株式の譲渡所得

・ 申告分離選択の配当所得

・ 先物取引の損益

・ 株式または先物取引について昨年からの繰越損失額

・ 暗号資産や為替差益

・ 住宅ローン控除（１年目、初めて受ける方）

・ 国外扶養の追加

・ 消費税、贈与税、相続税

次の所得のみを申告しますか？

・

・

・

・

・

次のいずれかに該当しますか？

・

・ 事業・不動産所得がマイナス

※内容によっては市の会場では受付できない場合もあります。ご了承ください。

申告会場予約判定フロー

自分が申告したいのは？

(所得がない申告をしたい)

はい いいえ

いいえ はい

いいえ はい

給与所得　※パートやアルバイトなどによる収入を含みます。

公的年金所得

その他雑所得（個人年金、シルバー人材センターの分配金　など）

一時所得（生命保険の一時金、賞金や懸賞当選金　など）

配当所得（譲渡所得と通算しない場合）

はい いいえ

豊橋税務署へ 青色申告・事業所得等 市県民税申告
所得税の申告 簡易な所得税の申告

市の会場で受付は （税理士へ） （市職員へ）

できません。

豊橋税務署へお問 市の会場で申告できます。
「２．事業所得等　所得税の確定申告」

から予約してください。

市の会場で申告できます。
「１．市民税・県民税の申告または簡易な

確定申告」から予約してください。
い合わせください。

（0532-52-6201）

いいえ

給与・年金以外の所得が２０万円以上

青色申告しますか？

給与または年金収入がありますか？

はい


